
基準等進守の確認をするためのチェツクジスト (医療機関 ver.)

基準等連守の確認をするためのチエツクリスト
「オ狂イン診療基準」及び脇レライ功勿熱腕醐開践範に関する指針 (平成 30年 3月 )」に準拠
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主Dオンライ`プ辣 の提供に関する事項

連守ば
i オンライン診療陀実施する際は、オンライン診蒻弛実施する旨について、医

師と患者との間で合意あ る場合I鷲わ。

・ オンライン受診勧奨については、患者から

の題解E応じて実施する場合IEは、鰭

側の憲思制 白であるため、当該確認は

必要ではなしl。

訂 逮守
m iの合意を行うに当たつては、医師は、患者筋 シライン診療を希望する

旨を明示的に確認する。

ご 遵守

市 オンライン診雅 実施げる都度、医師が医学的な観点から実施の可否を

判断し、オンライン診療名ほうこと力鞄 切でなtlと判断した場合 lよオンライ

ン診塘陀中止し、速やかに適切な対面診療につな,する。

・ 緊急時にやむを笛 オンライン診療を実

施する場合であつて、た

'お

に説明等締

うことができないときは、説明可宮ヒとなつた

時点において速やかに説明を行う。

了

■

V

‐

連守

欝

ヤ 医師は、患者の iの合意絡 に先立ち、患者に対して以下の事項につ

いて説明を彿 。

・触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で術られる

l晴報は限られている記 から、対面診擦陀細脇合わせる必要初助る整

,オシライン診療を実施する都度、医師力`オンライン診療の実施の可否

を判断すること

,(3)に示す「診療計画」IEttrまれる手頃

i直接の対面診察と同等でないにしても、魏 に代替際 る程度の患者の

心身の状態に関する有用ナぶ脚 を、オン勃D診療により鶴 c

・ 緊急性が高い症状の場合は速やかに対

面受診″を促す。

※日本医学会連合陶レライン翔 診に

関する提雷」(2022年 1■ 月 2路 日

版)

れtpsi〃WWWjmsf,orJp/up10ads/me

diar2022/11/20221124163108.pdf

y
欝

ifオンライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が

作成した「オンライン診療の初診に適さなし琥 状」 (※)等を踏まえて医

師が判断し、オンライン期 ない場合1こは対面影瘍確実施する(対

面診療が可能な医療機関を紹介す
"。

〕.

V 選守

・ ただし、既往歴、服粟歴、アレJレギー歴

等の他、症状から勘案して間診及び視

診t補完するのに必要な医学的情報を

過去の移寮録、診療桐報提供書、1畠康

診断の結果、地域医療情報ネットワー

ク、 お薬 手帳 、 Personal Heaκ h

Record(以下「PHR」 という。)等から

把握でき、患者の庭状と合わせて医師が

可能と半ll断し翅崩釧詭実施できる 催

者の場合、事前に得た情報を診療録に

記裁する必要れ る。)。

前 初影わらのオンライン診康は、原貝」として「かかりつけの医師拗確わ。

(1)lr大
:官 |_!上 士i llイ糸 /,「 ユ;.卜 iri

(2)1由 IH改ツ|
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萌市特定の複数医師が関与することにつしれて「診療計画」で明示しており、い

ず″とかの医師が直接の対面診療留監疋いる場合は、全ての医師につい

て直接の対面診療が行われていなくとも、コ壁Ю医師が交代で允′ライン

期 うこと力常口U宙ヒ。

たれ 、交代でオンライン猶 う場合は、「診療計画」に医師名を記

節 る。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (医療機関ver,)

・ 特定の複数の医師が関与するケースとし

て、在宅診療におしれて在宅療後支援診

療所が連携して地域で対応する仕組み

が構築されている場合や複数の診療科

の医師がチームで診療を行う場合なび

想選 れる。

2

♂ 連守

・ 「かかりつけの医師J以外0医師州診療

前相鼠磁ヒ行つた上で初謗江M浦シライン

診療を行う場合として、以下湾 定され

る。

V「かかりつけの医師J朗レ勃D穆藩強

そ守っていな噛 諏 佃 夜間等で、

「かかりつけの医師』腕れう全膨羽Eに

対応できなし引脱含

了憲者にrかかりつけの医師Jがいない場

合

了「かかりつけの医師枷脇ジ労働診療に

対応している尊F9的な
―
提供

する医療機関に紹介す邪曙合 (必要

な連携窪行つている場合、D to P

wtth Dの場禽走含む。)やセカンド

オビヨ ンの励 に受診する場合

・ 安全醜 保全れたオンライン舞
加にきる体制として、以下の対応が想定

される。

了患者の所在地!蔀助』幻b医療機

関との間で、対面ヨ多療への移行に関し

て連携体制を整備する

了医師力1夕すヽ面受診を要する割 断し協

合は、対面受診可能な医療機関へ医

師からの連絡、診療悟尊Rの提供を行

い、患者を確実獅 妹 つな,お

Vア直ちI前面受楚 とな岬賜叡こおい

いても、医師ぼ必要と判断したときに

は、当該診療内容を引き継t勇よう、

緊急時の相談体制筐弟 てヽの案内等

を憩者等に対してれ 、ヽ確実に対面診

顔おつなぐ

抒 【面以約 場合として「かかりつしすの医師」助 医師鰤 相談祐

胡辻て初勃 らのオン:ガン:勿翻FD場合】
安al生が押_保されたオンライン鍛 実施できるよう、オンライン診療の実

施後、適切Iこ対面診療につなけちれるようにしておく。

ゴ 欝

v診療前相談により対面受診が必要割 断し瞬 であつてヽ 対面鍛
行うの力f・他院であ抑 手診療前相談紳 報につして必要に応じ

て適切1を隋報擬躙地行う。

連守

vi診療前相談を行うにあたつては、結果としてオンライン診療炉行えない可

能性があることや、診療前相談の費用等は光 lて医療機関の本一ムペー

ジ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知する。

y

・ なお、急病急変患者であつても、直接の

対面による診療を行つ睦 、鑑 の容態

が安定した段階に至つた際は、オンライン

診擦切題用を検討してもよい。

y
連守胡i急病急変患者については、原則として直接り対面による診療臨行う。

y 蟄



基準等避守の確認をするためのチェックリスト (医療機関ver.)

連守
y

豚 連守

・ 健康診断なD褒患の治療を目的としてい

ない診療 (診察、診断等)な那 想定

される。

患者の同意を得た上で、診療録記載を含む
―卜分な引継隷財めていれ

Iよ オンライン診療を行う予定であつた医師の病欠、勤務の変更な凛こよ

り、「診療計画」において予定されていなし武診医がオンライン診療を行うこ

と周 能。

主に健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的に同

一医師が行う必要性力ff氏いと認識されている妨 う場合な白ごおいて

も、「診療計画」での明示な嗣 様の要特り下、特定の複数医師が交代

でオンライン診療を行うE■が可能。

y

プ

遵守

連守

・ 緊急避妊に係る診療につしれては、緊急

睡 要するが対面診療が可能な医療

機関等に係る適切な情報を有しない女

性に対し、女性の健康に関する相談窓

口等 (女性健康支援センター、婦人オロ

談所、性犯罪・t生暴力被審者のためのワ

シストップ支援センターを含む。)におい

て、対面診療が可能な医療機関のリスト

等を用いて受診可能な医療機関を紹介

するこ■とし、その上で直接の対面診嫁階

受診することとする。

・ なお、調剤に対応可能な薬局の一覧は

厚生労働省のホームページにおいて公開

されている。

https7/www.mhiwigojp/舗/mnnk
yuuhininnyaku.htRll

《禁輝燃 を行う医療機関の場合カ

傲 素煙外来につしては、定期的な健康診断等が行われる等により疾病を

見落とすリスクが俳除されている場合であつて、治療によるリスクがわ亙めて

低いものとして、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、直接の

対頂罷朔勲と組殆 わせないオンライン猶 うこコ憐諄容さ偉得る。

《緊急選置に係る砂額協行引圏騨機関の始 》

緊急避煙に係る紗療につしては、地理的要因がある場合、女性の健

康に関する相談窓口等I輌属する又はこうし酪 談窓口等と連携して

いる医師が女性の,麟理的な状宛員にかんがみて対面診療が四期であると

判断した場合におしては、産婦人科医又は厚生労働省雄 定する研

修を受講した医師が、初診からオンライン診顔を行うことは許容され得

る。

ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院タトタ防 を行

うこととし、受診した女性は薬局t=おいて研修を受けた薬青lli節による調

剤を受け、薬剤師の面腋 内服するこ之とする。

その際、医師と薬剤師はより確実な趣旺法について適切に説明を行うこ

と。

加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医

による直接の対面毅 約三週間後に受診する翌覚確実に担保する

ことにより、初診からオンライン診療を行う医師lよ確実なフオローフツプを

行うこと。

櫻
X自身の心身の状態に関する情報の伝達に困難がある患者については、
伝達できる情華眼力部長定されるオンライン診療の適用を1真重に判断する。
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (医療機関ver.)

連守プ

医師は、オンライン診随 う前に、患者の心身の状態につして、直接の

対面診療1こより十分な医学的評価 (診断等)ヨ暫予い、その評価に基づ

して、次の事項給 む「診療計画」を定め、2年間lよ保存する。

・オンライン診療で纏 体的な診療内容 (疾病名、治療内容等)

・オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項

(頻度やタイミング等〕

・診療時間に関する事項 (予約制等〕

・オンライン診療の方法 (使用す細朦穀通信機器等〕

・オンライン診駐 行わないど判踊 る条件と、条イ牛に該当した場合1こ直

接の対面診療に切り替える旨 (情報通信環境の障害等によリオンラ

イン銀 行うことができなくな辣 鉗 。)

,触診等ができないこと等により得られる1青率晨が「最られるコ覚踏まえt患

者力H診察に対し積極B旬に協力する必要脇 旨

・急病急変時の対応方針 (自らが対応できなし峡 患等の場合は、対

応できる医療機関の明示)

,複数の医師力`オンライン診療を実施する予定力1ある場合は、その医師

の氏名及びどのような場合にと
お
の医師がオンライ勇効隷繁わかの明示

・情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲

(責任分界点)及びそのとぎヤp距い註等の明示

達守

※例えI武 次国の診察の日時及防 法並

びIB虐状の増悪があつ擢賜合の対面診療

の受診先等

ご
il iに関わらず、初診からのオンライン診猿L行う場合については、診察の

後にその後の方針 (※)を患者に説明する。その後、オン:ガンでの診療

継続又はその見込みのある場合、可及的速やかに、iに基尭 診療計

画を定め、保存する。

ご 麟
・ 医療情報の保存につしては、2(5)を参

照すること。

‖ オンライン診療におして、映像や音声等を医師側又は患者側端末に保

存する場合には、事前に医師…患者間で、映像や音声等の保存の要

否や保存端末等の取り決めを明確にし、双方で合意する。

・ オンライン診療を実施する医師自らが夕ヽす

応できないことが想定0れる場合として、

オンライン銀 行羽奥腐について急変が

想定され、かつ急変時には他の医療機

関に入院が必要になる場合はと夢想定さ

れる。

♂ 欝

♂ 遵守

急変時の対応を速やかに行うことが困難

となると想定される場合として、例えぽ協ll

島な跡瑠定さ,1る。

障 オンライン診療を実施する医師自らが対応できないこと脚霞定される場

合、そのような急変に対応できる医療機関に対して当該患者の診療録

等必要な医療情報が事前に伝達訥 るよう、患者のfb身の状態に関す

る1蝉 定期的に行うなど.適切な体制を整える。

急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定亡れる場合につして

は、急変時の対応につして、事前に関係医療機関との合意著士疋おく。

回 櫻
v「診療計画」は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにす

る。
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基準等連守の確認をするためのチエツクリスト (医療機関 ver.)

□ 推奨

M同一疾患〔こついて、複数の医師が同一の患者1こ対しオンライン診療を行
う場合や、他の領域の同一疾患について、複数の医師が同一の患者に

対しオンライン診療を行う場合や、他α鴻即啜の専 Fヨ医に引き継い隣

において、既に作成されてtlる「診療計画」を変更することにより、患者の

不利益につながるときは、急者の意思を十分尊重した上で、当該「診療

計画」を変更せずlこオンライン影蒻隷餡ほう。

ご 遵守

i 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを

得ない事情筋 る場合老除き、原則として.医師と患者双方が身分確認

書類を用いてお互しЧこ本人であること
`囲
躊開rめ.

※かかりつけの医師がオンライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に

医師、患者本人であると認識できる状況であつ腸 合には、診療の者B度

本人確認を行う必要はない。

ご 連守

・ 臓 報 の例 :

i患者の本人権盟 :マイナン′ぐ―カード、

医療保険者の発行する資格確認書、運

転免許証、′fス′ポート等鑢 示

謳医師の本人服明 :

HPKXカード (医師資格証)、 マイナシ′(

―カード、運転免許証、′稼パー時 の提

示

耐医師の資格肛明 :

HPKIカード (医師資格証)、 医師免

許証の提示の活用

ii初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、以下の

いずれかの方法により行う。

・顔写真付きの身分証明警 (マイナ刀←
‐カード、運誘免許証、′〔ボ ー

ト等)

・顔写真付きの身分証明霧を有しない場合は、2種類以上の身分証明

書

・1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身分証明善の

厚みその他の特徴を十分に確認し雄 で、患者本人朗時和球勤の適

切な質問や全身観察等樹棘瞬朝理佐確認

・ 身分証明書の提示は医師の氏名の確

認が目的であり、医籍登録醤号、マイナ

ンパー、運転角許面E番号、′(乃ギ、―卜番

号、住所、本籍等に係る情報を

'是

示す

ることを要するものではない。

♂ 運守

i蘭 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、原則として、顔

写真付きの身分証明筈 (HPKIカード、マイナン (―カード、運転免許

証、パスポート等)を用いて医師本人の氏名稼 す。

特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン線 行う場

合は、患者が事後的にも確認できる方法により氏名の提示わ 。

※社会通念上、当然に医師本人であると認識できる聴 除く。

暫 鮒

・ ただし、初診を直接の対面診療で行つた

際に、社会通念上、当然に医師であると

認識できる1犬況であつた場合、その後に

実施するオンライン診療においては、患者

からの求め力《ある甥倫潅除き、隠師である

営の駈明をする必要t嗣
^い

。

W「医籍登録年」を伝える (医師免許証を用いること漣 ましい。)など、

医師が医師の資格を保有していることを患者力躍 認できる環境を整え

る。

また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」 (氏名、

:lttu、 医籍登a豪年)を用して医師の欝鶴確認藤可能である旨を示す。

(4)′↑＼卜ri Ⅲゴ
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基準等遵守の確認をするためのチェツクリスト (医療機関 ver.)

・ 現にオンライン診療留丘だいる疾患の延

長ととれる症状に対i応するために必要な

医薬品につしては、医師の判断により、オ

ンライン診療によ拠 方周 能。

※日本医学会連合廟レライン診翻 診に

関する提雷」(2022年 11月 24日

版〕

∇ 運守

♂ 趣守

患者の心身の状態の十分な評価を4子うため.初診からのオンライン診療

の場合及び新た想疾患に対して医薬品の処方締 場合は、一般社団

法人日本医学会運合廟 した「オンライン影朔勲D初数 の投与 1こつい

て十分な検討が必要な薬剤」 (※)等の関係学会が定める診療ガイド

ライ彦 I留;う。

たれ 、初診の場合には以下の処方は行わない。

・麻薬及び向精神薬の処方

・基礎疾患等の情報力1'巴t屋できていなt札患者に対する、特に安全管理力く

必要な医薬品 (診療報酬における薬剤雷理指導料の「 1」の対象とな

る薬剤)の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処

方

また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方lま特に慎重に

行うとともに、処方後の忌者の服薬状況の把握に努めるなよそのリスク管

理に最大限努めなけれ(鯰らない。

♂ 連守
ii医師は、患者に対し、現在服薬している医翻 認する。患者は医師

に対し正確な申告締 う。

□

ご

推奨

連守

処方数 驚帯 る限i急者財 ンライ朔限

薬指導を希望する場合に、使用するシステ

ムによつては患者が希望する薬局終 ない

踏 がある (システムに登衝造れた新 しか

選ムない)ことに留意し、急者が希望する

薬局での盈瑠剤・丹限案指増が受けられるよう

隠 する整が求められます。

‖ 医師は、患者に対し生かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理

を行うことを求める。

医師力1オンライン診療暫〒つている間、悪者0状態について十分に必要な

'情報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を

中止し、直接の対面診嚇唸行う。

ゼ 欝

連守ご

V 選守

・ 直接の対面診療にイ代替し鶴 程度の憲

者のlb身の状況に関する有用′♂l臓報が

得られる場合には補動的な手段として、

画像や文字等による情報のやりとりを活

用すること1ま妨,批とい。

門オシうイン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために.リアルタイ

ムの視覚及び聴覚の1脅報を含む情報通信手罐 用する。

オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては

ならない。

オンライン診療の間なJこ、文字等により患者a病状の変化に直接関わら

ないことについてコミユニケーションを行うに当たつては、リアルタイムのテ尻覚

及び聴覚のl脅幸風を伴わない丸碑卜機能 (文字、写真Ⅲ録画動画等によ

るIl胃幸風のやりとりを行売 の)が活用され編る。この際、オン勃膨診鴨二と区

別する勘 、あらかじめ¬げ卜機能を活用して伝達蛤 う事項・範囲を決

めておく。

6



基準等遵守の確認をするためのチェツクリスト (医療機関ver.)

y
連守

前 オンライン診療 (こおいて、医師は、情報通

"し
て.同時に複数の

患者の診塀陀彿 てはならない。

連守
yヤ医師軸 に医療従寧者等胴 席す和霧餌よ、その都度患者に説明暫子

い、急者の同意を鶴 .

推奨

v医師と患者が1対 1で効 ていること留隆認するために、オンライン

診療の開始時間及d終了時間をア匁 スログとして記録するシステムとす

る。

□ 櫻

Mオンライン診療を実施する前に、直接の対面で、実際に使用する情報通

信機器を用いた試験を実施し、情報通信機器を通して彿 れる画像の

色彩や動作等について確認する。

7



基準箸避守の確認をするためのチェックリスト (医療機関ver.)

2.オンライン診療の提供体部1に関する事項

♂ 趣守

オンライ激 行う医師は、医療機関iヨ所属し、そのF所属及び当該財ン

ライ剪勃腐実施病院等の問い含脳 を明らかにする。

特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場

合は、患者が事後的I為確認できる方法により、所属する医療機関及び

その問合せ先の明示その他必要な題知を行う。

ご 連守
獅 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者川違やかにアクセスでき
る医療機関におして直接の対面診頻砦行え林 制を整える。

露 遵守

前 医師は、騒音により音声が聞き取れない↓ネ・ントワークが不安定であり動

画が途切れる等、オンライン診療を行引こ当たり適切な判断を害する場所

でオンライン効 てはならない。

ご 連守
・ 緊急やむを得ない場合には、この限

りでない。

ヤ オンライン診擦隆行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら

診療すること等により、医療機関に居8場合と同等程度に患者の心身の

状態に関する情報絡 られる体制を整える。

ご 遵守
v第二者に患者の心身の状態に関する情華限の伝わることのないよう、医師
は物理的lψ脚 から隔離される空間においこれ′ライ勇笏勲鷲b.

ご 遵守

・ 医触 関のホームページは本チェッ
クリスト (※)を鑑 することも考

えられる。

※「医療法等の一部を改正す就

律の一部の施そ子等について (オンライ

ン診療関係)J(令和 8年 3月 27
日付け医政発 0327第 5暑医政局

王≡財遥ヨげた日)

胡 オンライン診療実施病院等は、ホームペー労 院内掲示等において、本指

針を連守した上でオンライン線 実施している旨を具体的に公表する。

□

y

争隆奨

欝

・ 患者に対して、オンライン鍛 受け

る場所について適切に説明し協力を

得ること力`重要である。

研iオンライン診療を行う医師は、2(1)硝 の医療機関に容易にア舛伊【できる

よう努める。

i 患者力1オンライン診頻地受ける場所は、対面診顔が行われ邪場合と同程

度に、清潔かつ安全でなしサれ曲 らない。

iiプライパシーが保たれるよう、患者が物理的 1こ外部から隔離される空間に

おいてオンライ芳珍療が行わなければならない。

8



基準等避守の確認をするためのチェッタリスト (医療機関 ver.)

y
趣守

・ ただし、巡回診涌嚇題Mつして
は、昭和 37年 6月 20日付け医

発 SS4厚豊当彗医
―

lによ

る、巡回診療の実協調配た新瓢こ

診療所開設の手続叡ロユ湾Lヽ場

合施 る。

・ また健康診断等α剰閣E〕いては

平成 7年 11月 29日付ιサ健J負

発 927号厚生省鱒 長

遇側による、巡回健診等の実施に

洋じて新たに診療所開設り著続き

を要しない。

《 (同Ы曝所にいる)特定多数人に対してオンラインー 提供す

る始 》

市i医療法上、特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場所は

病院又1ま診療所であり、これはオンライン麹 あつても同様 あるため、

特定多数人に対してオンライン診療受診摘設以外でオンライン診驚造提

供する場合には、診療所の届出を行う。

・ なお、オンライン診療を行つた際に、

予測されていない新たな症状等が

生じた場合において、「診療計画」

や訪問看護指示書の内容を見直

すことで、医師ん《看護師等に対し、

診断の補助となり得る追加的な検

査等を指示することtttV能。

プ 連守

医師の指示による診療の補助行為の内縦 して、「診療計画」若しくは訪

問看護指示書又はその両方I麓範港、予測納 た範囲内において診療

の補助行為を行う。

また、「診療計画」や訪闘看護指示番の内容について1よ、患者の状況や

診療の内容に応じ、通時に見直ロイわ。

プ 欝

li D to P witll Nを 行う医師は、原則、訪間診療等を定期的t留予だいる

医自Vであり、看護師等は同一医療機関の奮護師等あるいは訪間奮護の

指蔵 受け簿番護師等とする。

鮒

情報通信機器を用いて診療締 う違隔地にいる医師は、事前に直接の

対面診療を行わずにオンライン診療走行うこと角(でき、主治医等の医師

は、遠隔地にいる医師の専門的な知見・技術を活かした診療が可能。

ただし、患者の側にいる医師は、既に直接の対面鍛 行つている主治

医等である必要があり、情報通信織 用して診療を締 還隔地にいる

医師は、あらかじめ、主治医等の医師より
‐卜分離 報提供を受とするこ支.

ゴ 連守

it診療の責任の主体は、原則として鰤 ら舶 ている主治医等の医師

にあるが、情報通信機器の特性を勘楽し、問題が生じ的 責任分

担等についてあらかじ嚇 議し瑠Ⅸ。

選守

・ 具体的な対象疾患や患者の状態

などの詳細な週用対象は、各学会

なB脚乍成するガイドライン13基づくじ

y高度な技術を要するなど遠隔地にいる医師でないと実施力1困難な

手術等を必要とし、かつ、患者の体力面なn鴻当該医師の下への

搬送・移動等が難しい患者を対象I鷲的。

ご 遵守
薔 1脅報通信機器について、手術等を実施するに当たり重大な渥延等

が生じなしヽ通信環境を整え、事前日団ヨ梨勲研鋸謗正め.

連守

・ 具体的な提供体制等については、

各学会など力Ч乍成するガイドラインに

基づく。

ば
仮に一時的に情報通信機器等に不具合があつ饒 等において

も、患者の側にいる主治医等の医師により手術の安全ハ饉続が可

能な体制を組む。

(3)III～ 1''｀ T〔 仲r山ⅢⅢ‖ぃr!ilr ii川 レ
Lイン ・・ IE)モ oPヽ 1`1ih HI

(`とり ‖l i工 ).11ケ !1巾どtヽお鳴イ 
「,ア ノメイン11｀ 'i ti,|●

|:)、 A/tn t〕

1)1詩専F通信機器を用いた違隔からの高度な技術を有する風師による

手術等

9



基準等蓮守の確認をするためのチェツクリスト (医療機関 ver.)

y 連守
i高度な専門性の観臨い弧 隣の医療機関では診断が困難容疾患で

あることや遠方からでは受診するまでに長時間を要する謎等により、

患者の早期診断や診療継続のエーズに対応すること加難しば場合

なよ地域におしてオンライン診脚りЛ揮期師認められ薪露絶対象

1帝う。

y 遵守
“

患者は主治医等の患者の状態を十分に把握している医師とともに、

遠隔地にいる医師の数 受ける。

y
連守

患者の側にいる主治医等の医師盛 隔地にいる医師Iよ事前に診療

情報提供書等を通じて連携をとる。

M

■

y

‐

連守

欝

・ 医療1幾関は、システムは通宜アップ

デートされ、リスクも変わり得ることな

よ理解を`深める。

※システムに関する個別の説明を受け

ることのみならず、事業者が縄示して

いる情報提供内縦 自ら確認する

ことを釦 。

医療機関は、オンライン診療に用いるシステムによつて講じるべき対策

が異なることを理解し、オンライン影羽勲踏計画する際には、患者に対

してセキュ焉式リスクを説明し、同意た得る。

医療機関は、オンライン診療に用いるシステム搬 する事業

者 (以下「事業者」という。)による説明を受け (※ )、 十分

か筒報セキュリティ対策が諾じられていること留隆認する。

♂ 欝当該確認に際して、医療機関は質任分界点につして確認し、

システムの導入に当たつては、そのリスクを卜分tコ野弾する。

J 連守

※例えI武 電子カザ防叱利用す観 末

で、オンライン影朔要に用いるシステム

を直接起動し、オシライン銀 行う

と、セキユ明育上の問題が生じた場

合、当該診療に係る患者だけでは

なく、電子カルテデータベースやそれと

連絡した医事システムやレセプH′F

成用コンピュータ内のすべての患者

の情報に影響鰤 能1生力1あ

る。

“

オンライン診康の際.医療情報システムに殺 及ぼす可能性

がある (※)オンライン診療システムを使用する際は、「医療

情報安全管理関連ガイドライン」I朝わた対策を併せて実施す

る。

ご 遵守
汎用サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情報システ

ムに影響を与刃出 l設定とする。

ご 運守

前 医療機関は、患者1朝してオンライン如 実施日陛党キユリ

チ押スクを説明し、オンライン嫁  
〔L用いるシステムを利用する

ことについての合意総 上で、双方が合意した旨を診寮録に

記載し、オンライン鶏 実施する。

了 趣守

※ウェプサイト等の患者が題切にアクセ

スできる方法による開示やこ電磁的

記録による説明文書と同等の内容

のものの垢郭瑠隣争む。

帝「診療計画」を作成する際、患者団 して使用するオンライン診

療システムに伴うセキュリティリスク等とその対策及び責任の所

在につして患者からの問い合撹 に対応できるよう、説明文密

の準備 (※ )又闘 応者の糀 待 。

2)情報通信機器を用いた還隔から」倉ノ高度な尊問性を有する医師に

よる診察・診断等

缶Li

i「 lfi i,;|十 1

1‐ 1)基本事項

(5)i+liイ ()、
f11 (‖ r,辛 1学 tF■ fil ifイ・ン 'イ | ´

1)医療機関が行うべき対策
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基準等遵守の確認をするためのチェツクリスト (医療機関 ver.)

y
連守

vオンライン診療システムを用しる場合1よ、医療機関はOSやソフ

トウェアのア炉げ―卜について、事業者とl協議・確認し赴 で実

施する。

アップデートがて。きない等の個月u対応が必要な場俗ドこは、事業

者からの説明、情報提供等を受け、必要劇 脱 実施庁る。

ご 達守胡 医療機関は、必要に応じてセキュリティンフトをインストールす

る。

推奨
胡iオンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認

証を用いる。

ご 欝

輻 オンライン診顔確実施する際は、患者がいつでも医師の本人確

認及び医師の所属医療機関の確認がて
いきるように必要な情

報を準備する。

軍 欝

kオンライ>参療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の

本人確認力やていきる情報及び医療機関の問い合潮勝残労ンラ

イン診療システ量 に掲載する。

連守了Xオンライン診療システム酌 2)に記載されている要件を

満たしていることを確認する。

了 麟

・ ただし、思者がいる空間に家族等や

オンライン診療支援者れ るヽことを医

師及び患者が同意している場合を

除く。

菫 医師がいる空間において診療に関わつていない者州診察情報

を知覚できないよう1腕。また、患者がいる空間に第二者がい

ないことを確認する。

♂ 齢

苅 医師は、オンライン診療実施時に、憲図しない第二者が当該

通信に紛れ込おような三者通信 (患者が医師の説明を一緒

に聞いてもらう

'翌

)に、医師の同意なく第二者を呼び込む場合

等)や患者のなりすましが運につていないことに留意する。

♂ 遵守鷲前カ イパシー州財舘Lるように、患者側、医師側ともr議首、録

画、撮影を同憲なしに行う裂切強いよ鞠 する。

連守♂

煎vオンライン診療においてチヤツト機能を補助的に用いる場合に

は、医療機関が、セキュリティリスクとべ才、フィットを勘案したうえ

で、使用するソフトウエアやチャット機能の使用方法について患

者側に指示する。

・ 医療著協関や患者からt検査結果画

像や患者の医療情報等を画面共

有機能を用して提示すること及び画

面共有機能を用いずに画面を介し

て提示することは、多くの場合、相

対的にセキユリティリスクが低減され

ているものど考お れる。

回

'建

奨

w患者から提示された二次元′〔―コー酔 URL等のリンク先への
アクセス及ひフアイルのダウンロー畔孝はセキュ明苛リスクが高いた

め行わない。

※セキュリティリスクが限定的である設党医期 関が含理的に判

断できる場浩た除く。

ご 鮒
wiオンライン診康を実施する医師は.オンライン診療の研修等を

通じて、セキュリ:乃「リスクに関す鋼庸報葛回宜〕賜げ―卜する。

ご 連守

w前 医療機関が、オンライン診瘍砲実施する際に、医療情報を取

得する目的で外部の PHR ttO情報臨取切噂孤 医療情

報システムに影響を与えうる場合は、「医療情報安全管理関

馴 イドJイン」に沿pた対策を実a麟る。

11



基準等連守の確認をするためのチェックリスト (医療機関ver.)

遵守y
wiii他方で、医療機関が、医療情報システムに影響を与えずに

当該惰華長を取り扱う場合には、セキュリティリスクについて医療

機関と患者の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施す

る。

1■ |■
‐   ―|:●

I1 1・   ―
「
|| ..‐● ■ ||

プ 運守

意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者側につな

げることを徹底し、また通信の管理者権限を患者に委譲しな

い。

♂ 遵守

市医療機関又は医療機関から委託を受けた者は、汎用サービス

のセキュリティポリシーを適宣確認し、患者の問い合わせ1こ対応

できるよう1こする。

ご 運守

・ 委託を受けた者が存在する場合

は、委託契約に基づき協力する責

務が委託を受けた者に課される。

i而 個用」の汎用サービスに内在するセキユリティリスクを理解し、必

要な対策を講じる責任は医療機関にあることを理解する。

y
遵守

彬 端末立ち上げ時、パスワード認証や生体認証な陸 用いて操

作者の認証を行う。

十■
｀
 |II■ ||'Ii

l :iliril.、 「 .

♂ 遵守

オンライン診療システム線 供する事業者は、下記を備えたオンライン

診療システムを構築し、下言己2-1)の 項目を満たすセキュリティ
面で安全な状態を保つ。

ご 遵守

※患者および医療機関がシステムを不u

用する際の権利、義務、情報漏

洩・不ヽ正アクセス等のセキュリティリス

ク、医療機関・患者双方のセキュリ

舅 対策の内容、患者への影響等

‖オンライン診療システムを医療機関が導入する際、事業者は、医療

機関に対して、医療機関が十分に理解できるまで、オンライン診療シ

ステムのセキュリティ等 (※ )に関する説明を行う (分かりやすい説

明資料等を作成し医療機関に提示することが望ましい。)。

ご 遵守

医療機関に対して、医療機関が負う情報漏洩・不正アクセス

等のセキュリティリスク及びシステム障害時の診療ムの解響を明

確に説明する。

置 事業者は医療機関に対して、オンライン診療のセキュリティに係
る責任分界点について明確に説明し、合意した範囲において

責任を負う。

M 遵守

ご 遵守

前 オンライン診療システムの中にピデオ会議システム等の汎用サー

ビスを組み込んだシステムにおいても、事業者はシステム全般の

セキュリティリスク1こついて、医療機関に明確に説明し、合意し

た責任分界点の範囲において賣任を負う。

♂ 連守
帝 事業者は、合意に基発 、脆弱性などのセキュリティリスク発生

時に1ま速やかに医療機関1こ状況や対応方法等0情報提供を

行うなどの善管注意義務を適切に履行する。

12



基準等避守の確認をするためのチェツクリスト (医療機関ver.)

】菖
連守

しい

vオンライン診騨 ステム等が医療情報システムに影′響を及ぼし

得るかを明め にする。
。 2-2)(こ該当す郡鵬金咽除く。

※第二者機関に認証J唱馬働選歎

しい
丁 連守

M医療1晴率風システム以外のシステム (端末・サー′〔―等)におけ
る診療にかかる患者個人に関するデータの蓄積・残存D禁止。

ご 船

※ID/′〔スワ…ドや生体認証、ICカー

ド奉により多要細 を
―
るこ

と腕望ましい。またシステム運用監智

者は退職者アカウントの削除慮始

理外になりやすい要素た重点的に

翻 すること。

※第三者機関に認証されること

'選

目ま

しい

萌iシステムの運用保守を行う医療機関の職員や事業者、クラウト

サービス事業者のア拠 ス権限を管理する (※ )。

ご 連守
※第二者機関に認証訥 ること力埋 ま

しい

萌轟不正アクセス防止措置を講じること (IDS/1PSを設置する

等)。

※第二者機関に認証される整 が望ま

しい
ぎ 連守

慌 不正アクセスやなりすましを防止するとともに、患者が医師の本

人確認を行えるように、「 1‐1)基本事項」における医師の本

人証明と医師嚇 罵医療機関硼階議脚著に可能な機能を備

える。

ご 連守
・ ログ監査・監視を実施することが望

ましい。

※第三者機関に認証訥 る段が望ま

しい

Xアクセスログの傷暫摯封置。

ゞ 趣守
※第二者機関に認証どれること力`望ま

しい

更 端末へのウイ)レス対策ソフトの導入、OS・ソフトウェアのアップデ

ートを定期的に促鞠 .

V 連守 ※第三者機関に認証されること灌 ま

しい

荒i信頼性の高い機関によつて発行されたサープ〔―証明書を用い

て、通信の暗号化 (TLSl.3以上、やも`を得ず 1.2を用いる

場合は十分な暗号強度とするよ翌 憲)を実古也する。

□ 推奨
※第三者機関に認証されること燿 ま

しい

ガ市オンライン診療時に、複数の患者瀾同一の施帥 らネットワ…

クに継統的口陽続する場合1こIよ IP VPNや IPsecttIKEに

よる接続を行う。

※第二者機関に認証されること燿 ま

しい

xiv遠隔モニタリング等で蓄積された医療情報fこついては、「医療

情報安全管理関連ガイトライン」に基づして、安全に取り扱え

るシステム慰確立する。

了 連守

デＶ
連守

x帝 使用するドメインリ不適切な移管や再利用が行われないよう
に留憲する。

遵守
※第二者機関に認証されることが望ま

しい

y:法的保存義務のある医療情報裸 存するサープ〔―を国内法の

執行腕 所に設置する。

ご 連守
“

医療機関に対してそれぞれ闊 田的リスク1こ関して十分な説明

を行い、事故発生時の費任分界点を明らかI講る。

|II:it,

|十 1

2-2)医騨騰報システム(こ影響を及ぼす可能性サD窮るシステムの

場合 (オンライン診療システムが、医療1喬革横システムを扱う端

末で使用され、オンライン診療を行うことで、医療 1着報システム

に影響を及ぼす可能 1生がある場合、2-1)に力Bえて「医療崎

報安全奮二塁関連カイトライン」に沿つた封策を行うことt
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基準等連守の確認をするためのチエツク

'ス

ト (医療機関ver.)

♂ 欝
※第三者機関に認識 るコニが

t望ま

しい

市 医療情華風屯保存するシステムヘの不正侵入防止対策等を講

ずる。

□ 推奨

・ 第三者機関の認証としては以下の

しヽずれかが望ましい.

ィ般社団法人

奎』野涸幽臣奎山生割剛面協路驚(HttPRO)、

カ イパシーマ…ク 0お Q15001)、
ISMS(31S Q 27001等)、 ITSMS

(JIS Q 20000‐ 1等)の認罰E、 情

報セキユlJ蒲監奮翻密旧D取得、クラウ

H軒製J身推進協議雰への
“

マークや

ISMSクラウkキJ翔
(IS027017の平得

帝オンライン翡 ステムは、上記の 2-1)及び 2‐2を満たして

いるシステムであるかとか、第二者機関に認証造れるのが望ま

しい。

y 欝
医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省ガ定める研

修を受講することにより、オンライン診療を実脚 ,る酌 に卵 る知識

を習得する。

□ 推奨

ii医師―患者間の信頼関係を構築した上で、さらにオンライン診療の質を

向上させるためには、より適切な情報の伝え方について医師―患者間で

継続的に協議する。

□ 推奨

市 患者が情報通信機器の使用に優れていない場合については、オンライン

診療支援者が機器の使用の支援をれ てもよいが、医師は、当該オンラ

イン診療支援者に対して、適切なオンライン診療力壌 方低されるよう電機器

の使用方法や情報セキュリティ.上のリスク、診療開始のタイ己が等につい

て、あらかじめ説明を侮 .

推奨

オンライン診療では、賀評価やフィーWψクの体常1」の整備が必要ていある。

質評価1こおいては、医学的・医療経済的・社会的観点なよ多角的な観

点から評価締 。

運守♂

‖対面診預と同様に診康録の記醜は必要であるが、対面診療における診

療録記載と遜色の無いよう注意を払う。加えて、診断等の基礎となる情

報 (診察時の動画や画像等)を保管する場合は、医療情報資金管理

ガイトライン等に準じてセキユリティを講じるc

・ オンライン診療の安全性や有効性

等に関する情報は、個々の医療機

関てい保有されるだけでなく、今後のオ

ンライン診療の進展に向け社会全

体で共有。分析されていくことが望ま

しいc

回 推奨

医師は、電子力′F等における記録におして、日時や診療内容などl=〕い

て可能な限り具体的な記載をするよう心掛けるとともに、オンライン診療で

ある旨が容易に判別できるよう努める。

3. ti′ l,イ ||〕`オ 1/うイ,ノぃ

''ill lゼ
「
■ |ぅ ±1正 |
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